
苫小牧地区工業団地パンフレット作成委託業務 評価基準 

１ 基本的事項 

事業者は、ＰＲパンフレット作成の意義や目的を十分理解しているとともに、柔軟かつ

高度な発想力及び企画提案力を有し、苫小牧市の魅力を最大限引き出すパンフレット作成

能力を有する事業者でなければならない。 

２ 評価基準 

(1) 企業理念 

ア パンフレットに対する基本的な考え方、本業務の趣旨や目的の理解度及び意欲 

(2) 業務実績 

ア 自治体のパンフレットなど業務実績 

(3) 人員体制 

ア 勤務体制、休暇等における代替確保 

イ 専門的技術 

(4) 提案内容 

ア パンフレット制作の目的と合致し、想定ターゲットを意識した提案になっているか。 

イ 紙面から苫小牧地区工業団地の魅力が伝わる提案になっているか。 

ウ 他のパンフレットとの差別化を図った、ユニークな視点かつ関心意欲を向上させる提

案になっているか。 

エ 第一印象において「洗練された」「苫小牧市の魅力」を視覚的に訴えかける印象的な

デザインになっているか。 

オ 文字の大きさ、行間のバランス、見出しの使い方など見やすさに配慮したレイアウト

になっているか。 

３ 評価基準 

(1) 評価項目（上記２選定基準(1)～(5)）に対する評価基準及び評価点数倍率は以下のと

おりとする。 

評価基準 評価 評価点数倍率 

おおいに評価できる A 各配点の100% 

評価できる B 各配点の80% 

普通 C 各配点の50% 

あまり評価できない D 各配点の20% 

評価できない E 各配点の0% 

(2) 判定 

各評価の評価点数は(1)のとおり５段階で判定する。 

なお、評価項目「上記2評価基準(4)」のア～ウは最重要項目であるため、配点各20点、

エ～オは、重要項目であるため配点各10点とする。 



(3) 優先交渉権者の選定 

各評価項目の最高得点者を優先交渉権者とする。 

なお、選定委員会で決定した業者が、採用の辞退その他の理由で契約できない場合は、

次点者を交渉権者とする。 

また、同点の場合は、上記選定基準のうち、(4)の合計点数が高い事業者を優先交渉権者

とし、それも同点の場合は、(4)のア～ウの合計点数が高い事業者を優先交渉権者とする。 



   評価基準 配点 評価 点数

(1)

企
業
理
念

ア

パンフレットに対する基本的

な考え方、本業務の趣旨や目的

の理解度及び意欲 

5 

(2)

業
務
実
績

ア
自治体のパンフレットなど 

業務実績 
5 

(3)

人
員
体
制

ア
勤務体制、休暇等における代替

確保 
5 

イ 専門的技術 5 評価基準 
評

価
倍率 

(4)

提
案
内
容

ア

パンフレット制作の目的と合

致し、想定ターゲットを意識し

た提案になっているか。 

20 
大いに 

評価できる
Ａ 100％

イ

紙面から苫小牧地区工業団

地の魅力が伝わる提案になっ

ているか。 

20 評価できる Ｂ 80％ 

ウ

他のパンフレットとの差別化

を図った、ユニークな視点かつ

関心意欲を向上させる提案に

なっているか。 

20 普通 Ｃ 50％ 

エ

第一印象において「洗練され

た」「苫小牧市の魅力」を視覚

的に訴えかける印象的なデザ

インになっているか。 

10 
あまり評価

できない 
Ｄ 20％ 

オ

文字の大きさ、行間のバラン

ス、見出しの使い方など見やす

さに配慮したレイアウトにな

っているか。 

10 
評価 

できない 
Ｅ 0％ 

 合計 100 ―     


